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これまでの取扱い：発症日より療養期間を 10 日間（11 日目から登園可能）とする。 

今後の取扱い  ：発症日より療養期間を

とする。

 
※発症後 10 日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底（検温・マスク着用等）をお願いします。 

※今回の取扱いについては、国の通知に合わせ、9 月 7 日時点での患者である者にも適用します。 

※濃厚接触者に関しては、従前と変更ありません。 

 

 


